
質問への回答（～令和６年２月２２日受付分） （R6.2.27)

連番 質問 回答

1

　保育所等を賃貸物件で運営する場合、開所後の賃料を補助す
る制度はあるのか。

　保育所や小規模保育事業所を賃貸物件で運営する場合は、こども家庭
庁が示す「特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型
保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する
費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示」（こども家庭庁
告示第１５号）（施行日：令和５年１２月６日）　別表第２　保育所
（保育認定）、別表第３　小規模保育事業（Ａ型）（保育認定）におい
て、賃借料加算について記載がありますので、ご参考ください。
※鹿児島市は、その他地域－ⅾ地域に該当

2

　鹿児島市保育所等設置支援補助金について、中古物件を購入
し内装を改修（備品購入も含む）する場合も補助対象となるの
か。

 「鹿児島市保育所等設置支援補助金交付要綱」にありますとおり、小
規模保育事業（Ａ型）を整備する場合は、自己所有物件又は賃貸物件は
補助の対象となり、保育所を整備する場合は、賃貸物件のみが補助の対
象となります。

3

　「令和５年度　認可保育所等の設置・運営事業者募集に関す
る申込書」の提出書類一覧表にある、様式１－２「地域周辺住
民への説明等について（報告）」は、事業者の決定前に地域住
民等への説明が必要なのか。

　「募集要領ー４.応募条件 （４）地域等の理解について」にあります
とおり、保育所等の整備及び運営を円滑に進めるためには、地域住民等
の理解と協力が必要になることから、応募前に必ず応募者自らで直接整
備計画の説明を行い、地域住民等の理解と同意を得るよう努めてくださ
い。

4

　事前確認では申込書と同等の書類を持参するのか？ 　「募集要領－応募の手続き・問い合わせ等 （４）申込書の事前確
認」にありますとおり、事前確認では申込内容を確認するため、申込書
等は全てご持参いただき、計画内容を整理されてからお越しいただくよ
うお願いしており、可能な限り、同等の書類をご持参いただきたいと考
えております。
　なお、事前確認の時点で、やむを得ず不足する書類につきましては、
申込までに適切にご準備いただくようお願いします。
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5

　令和７年開所の保育所の施設設備について、園舎と園庭の敷
地は、別々の離れた場所に確保しても認められるのか。
また、園舎の近くの公園等を、保育所の園庭の代替地として認
められるのか。

　園庭については、「募集要領－別添２.設備及び運営に関する基準
（保育所）２.施設設備（４）屋外遊技場」にありますとおり、保育所
の屋外遊技場については、同一の敷地内に確保し、施設の占有とするこ
とを条件としております。
　なお、小規模保育事業Ａ型の屋外遊技場については、敷地内での確保
が困難な場合において、一定の基準を満たす場合は、代替地を屋外遊技
場としてみなすことができます。

6

　令和７年開所の保育所の募集定員について、吉野区域の募集
定員は“２号３０人”と記載されており、“３号０人”となっ
ているが、定員の設定は満２歳児～５歳児のみでいいのか
（０、１歳児も定員設定に入れ込んだ方がいいのか）

　募集定員については、「募集要領－２.募集の概要（５）募集区域」
にありますとおり、「３号（０歳）」の募集定員を「０」としておりま
すが、他の年齢児の定員設定を踏まえ、適切に設定する必要がありま
す。なお、定員設定は、希望者が必ず進級できるように設定してくださ
い。

7

　送迎用の駐車場は、園と離れていいのか。どの程度離れてい
てもいいのか。設定する利用定員に対して、何台くらい駐車場
が必要なのか。

　送迎用駐車場の位置について決まりはありませんが、保護者及び園児
の安全確保の面から園舎に併設されていることが望ましいところです。
併設が難しいときは、保護者が園まで安全に送迎できる範囲内で確保し
てください。また、送迎用駐車場の台数につきましても決まりはありま
せんが、園児数や送迎時の交通状況を考慮し、必要な数の確保に努めて
ください。

※このＱ＆Ａは随時更新します。


